
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

延べ面積 
敷地面積 

Q 容積率とはなんですか？ 

おお問問いい合合わわせせ先先  

世田谷区 北沢総合支所 街づくり部 街づくり課（下北沢担当） 

住所：〒155-8666 世田谷区北沢２－８－１８     窓口：北沢タウンホール ７階 

電話：０３－５４７８－８０７４・８０３１（直通）     FAX ：０３－５４７８－８０１９ 

ホームページ：区のホームページ（http://www.city.setagaya.tokyo.jp）からご覧になれます 

直接のアドレスは、http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/kitazawa/machidukurika/shimokitazawa/

この案内は、対象地区にお住まいの方、土地・建物を所有されている方などにお届けしています。 
－４－ －１－ 

 

下北沢編 

きたざわ 街 づくり
平成１６年１０月

 

発行：世田谷区北沢総合支所街づくり部街づくり課 Ｖｏｌ．９ 

北沢総合支所管内の街づくりのお知らせ 

下北沢駅周辺地区の地区計画について検討しています！！ 
◎世田谷区では、小田急線の連続立体交差事業などを契機とした街づくりを推進するため、下北

沢駅周辺地区において、地元の皆様のご意見を踏まえながら、平成１６年５月１４日付で、街

づくり条例に基づいた「下北沢駅周辺地区地区街づくり計画」を策定し、あわせて「街づくり

誘導地区」に指定しました。 
◎そこで、この「地区街づくり計画」の内容を実現するため、建築物の建て方の具体的なルール

や道路などの配置（地区施設）を定める必要があると考えています。 
◎ついては、下北沢の魅力を活かした街の将来像の実現を目指して、地区にお住まいの方、土地・

建物を所有されている方などのご意見をお聞きしながら、都市計画法に基づく地区計画を策定

していきたいと考えています。 
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都市計画事業 
補助５４号線、世区街１０号線（駅前広場等） 

関連事業 
防火貯水槽設置、駐輪場確保、鎌倉通り踏切拡幅、ポ

ケットパーク設置、井の頭線盛土部分活用、その他 

地区街づくり事業 
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街づくりの実施段階

《下北沢駅周辺地区 街づくりの流れ》（太字が現在の進行段階） 

A ・容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対す
る割合のことで、次の式で表します。 

 
「容積率＝     ×100＝○○○％」 

 
この算定による容積率が、指定容積率を超えない
ことが必要です。 

Q 今後の予定は・・？ 

・また、前面道路幅員により制限を受けるため、次の 

「道路幅員×０．４（商業系は０．６）×100＝○○○％」

という算定をし、指定されている容
積率とどちらか小さい方の容積率を
適用します。 
例えば、商業地域で道路幅員５ｍ、
指定容積率５００％の場合は、 
５ｍ×０．６×１００＝３００％ 
となり、３００％が適用されます。 

地区計画を策定するにあたっては、地区にお住

まいの方、土地・建物を所有している方などの意

向に沿う内容とするため、今後これまでの経緯を

踏まえ、区がまとめる骨子案（たたき台）を年内

に街づくり通信等でお知らせし、意見交換の場や

アンケート等を通じて皆様のご意見を伺う予定で

す。 

その後、区は皆様のご意見を踏まえた地区計画

素案を作成し、地元説明会を開催する予定です。 

A 

街街並並みみ誘誘導導型型地地区区計計画画のの具具体体的的ななルルーールルとと効効果果  
地区の特色にあわせてつくるルール 

道路からの壁面後退、後退部の使い方（工
作物の設置の制限）を決める 

高さの最高限度を決める 

容積率の最高限度を決める 

敷地面積の最低限度を決める 

緩 和 さ れ る ル ー ル 

道路による容積率制限が緩和される 

道路斜線制限などが緩和される 

【現 状】

・前面道路幅員によ

る容積率制限を受

けます。 
・前面道路からの道

路斜線がかかりま

す。 

◎容積率の最高限度 
◎敷地の最低面積 
・前面道路による容 
積率制限と道路斜 
線制限が緩和され 
ます。 

実 現 す る 街 並 み 
・歩行者空間が充実し、壁面が揃った良好な街並み
が形成される 

・建物のスカイラインが揃った、良好な街並みが形

成される 
・通風や採光等の周辺市街地環境が確保される 

・敷地の細分化による、市街地環境の悪化が防止さ
れる 

以上のルールを全て決
めることによって 

・効率的な建物の計画が可能になり、土地の有効利

用が図られる 
・建物が斜めに切られない、すっきりした街並みが

形成される 
・街の活性化が図られる 

【街並み誘導型地区計画の適用後】 

● 
Ｌ 
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－２－ －３－ 

現状のルール 地区計画を適用 

■計画図（対象区域） 

『『下下北北沢沢駅駅周周辺辺地地区区  地地区区街街づづくくりり計計画画』』のの概概要要  
◎地区計画は、街づくりの基本方針を定めた「下北沢駅周辺地区 地区街づくり計画」

を基本に検討しています。以下に「地区街づくり計画」の概要をお示しします。 

《街づくりの目標》 
小田急線の連続立体交差事業な
どを契機に、街全体が持っている
魅力を一層引き出し、さらに発展
させ、下北沢の特徴や地域資源を
活かした『生活と文化を育み、地
域の“心

しん

”となる安全で住み良い
賑わいの街』の実現をめざす。 

《街づくりの基本方針》 
①鉄道の整備に伴う市街地が一体化する街づくり 
②一体的な商業地として全体をつないでいく、歩行者主体の街づくり 
③街なみ景観の誘導と緑化の推進による、魅力ある街づくり 
④防災・治安などへの配慮とバリアフリー化の推進による、安全安心の街
づくり 
⑤住民、事業者、行政などが役割と分担に応じて、相互に協力・連携した
街づくり 

《土地利用の方針》 
●商業地区 

・店舗が連続し、建物の更新などにあわせて歩行

者空間を生み出しながら、回遊性があり、個性豊

かで特色ある商店街および街並みの形成 

・隣接住宅地と協調し、環境に配慮した商店街の

形成 

●住商共存・協調地区 

・住宅地と店舗が一定のルールの下に共存し、緑

ある住みやすい都市型居住ゾーンの形成 

・都市計画道路などの整備に合わせた店舗ゾーン

の形成 

《交通機能の整備の方針》 
●地域の拠点形成と利便性向上を図る都市施設の整

備、歩行者優先の交通環境づくり、街の一体化を図

る回遊性の確保 

●建築物の壁面後退や電線類地中化などによる回遊

軸の充実、鉄道用地を活用した新たな歩行者通路の

確保、商品搬入ルールの確立や地区外周部への駐車

場設置の誘導 

●緑化などによる環境整備や人にやさしい交通環境

の確保および防災機能を持った駅前広場整備と、快

適な歩行空間を備えた補助54号線の整備 

●鎌倉通りにおける壁面後退などによる歩行者空間

の確保や井の頭線踏切拡幅に向けた関係機関との

協議、ポケットパークや駐輪場の確保 

実実効効性性ののああるる街街づづくくりりをを進進めめてていいくくたためめにに  
◎下北沢駅周辺地区では、地区街づくり計画の目標・方針に沿った街づくりを実現する具体的なル

ールとして「地区計画」の策定を検討していきます。 

◎地区計画制度には、地区の特性に応じて複数のタイプがあります。下北沢駅周辺地区については、

『一般的な地区計画』だけではなく、例えば歩行者回遊軸沿いなどでは、規制と緩和を組み合わ

せた『街並み誘導型地区計画』の適用が考えられます。これにより、①歩行者空間の確保②統一

感ある街並みの実現③土地の有効利用、といった街全体の活性化を図ることができます。 

街街並並みみ誘誘導導型型地地区区計計画画ととはは  
地区の特性に応じた建築物の高さ、壁面の位置、形態などを一体的に定め、個別の建築活動を

通じて良好な街並みを誘導しつつ、合理的な土地利用の促進を図る制度です。 

  

地区の特色に応じて、建物の高さや、壁

面の位置など独自のルールを決めるこ

とにより、次のような街並みがつくられ

ていきます。 
●道路からの壁面の位置を決めること
により、快適な歩行者空間が確保さ
れ、建物の壁面が揃った統一感ある街
並み。 
●斜めに切られる建物がなくなり、高さ
も揃ってすっきりした街並み。 
●皆様の土地が有効に活用でき、活気あ
る街並み。 

法律では、全国共通のルールとして、建て

られる建物の大きさや形が、前面道路の幅

員に応じて制限されます。街の状況によっ

ては、次のような街並みになる可能性もあ

ります。 
●建物の高さがバラバラな街並み。 
●斜めに切られた建物が建ち並ぶ街並み。
●土地を有効に利用した建物と有効に利
用出来ない建物が混在する街並み。 
●狭い道路では、安心に歩ける歩行者空間
の確保が難しい。 

《建築物等の整備の方針》 
●商業地区 

・回遊軸沿いでの建築物の高さや、壁面などがそ

ろった街並みへの誘導、健全な業種構成による店

舗の連続をめざした建築用途の制限や、歩きやす

い買物環境の創出、共同化や協調化その他の方策

による土地の有効利用の誘導 

●住商共存・協調地区 

・住宅地にふさわしい潤いある環境づくり、不燃

化の促進や道路の隅切り確保などによる災害に

強い住宅地づくり、共同化や協調化その他の方策

による土地の有効利用の誘導 

次
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ジ
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Q 地区計画とはどんなものですか？ ・ルールの内容は、地区にお住まいの方、土地・建物

を所有されている方などの意向に沿ったものとなり

ます。 

・地区計画で示された街の将来像は、皆様の新築や建

替えなどの建物の更新によって、時間をかけて実現

されていきます。 

・また、地区の街づくりに必要な道路・公園などの施

設（地区施設）を定めて、計画的に整備することが

できます。 

A ・街が無秩序にならないように、都市計画法で
は用途地域を定めて地域ごとに建てられる建

物の用途や大きさなどを制限しています。ま

た、建物には建築基準法で様々な制限が課せ

られています。用途地域は大きな範囲を対象

とし、建築基準法は一つ一つの建物を対象と

しています。その中間で地区ごとの特性によ

ってルールを決めて、街づくりを行うのが地

区計画です。 

《その他地区の街づくりに関する方針》 
●建築物の整備における緑化推進などの環境に優し

い街づくり 

●商店関係者などによる商品搬入や、はみ出し商品

の防止などの自主的なルールづくり 

●住民、商業者、道路・交通管理者、鉄道事業者な

どが協力・連携し、放置自転車や路上駐車の防止に

向けた取り組み 




